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証券コード　9628
2020年６月４日

株 主 各 位
大阪本社　大阪市北区天神橋四丁目６番39号
本　　店　大阪市中央区北浜二丁目６番11号

代表取締役社長 播 島 　 聡

第91期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第91期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討願い、以下のご案内に従って2020年６
月23日（火曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛否をご表示いただきますよう、お願い申し
あげます。
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されますので、株主総会にご出席される株主様におかれまし

ては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、ご来場ください。
今年度は、株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意いたしませんので、何卒ご理解いただき

ますようお願い申しあげます。
敬　具

記
１．日 時 2020年６月24日（水曜日）午前10時

２．場 所 大阪府吹田市桃山台５丁目３番10号
公益社　千里会館　会場：まほろば

３．目 的 事 項
報 告 事 項１．第91期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第91期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件

４．議決権の行使についてのご案内
⑴　書面による議決権行使の場合

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月23日（火曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送ください。

⑵　インターネットによる議決権行使の場合
　インターネットにより議決権を行使される場合には、３～４頁の「インターネットによる議決
権行使のご案内」をご高覧の上、2020年６月23日（火曜日）午後５時30分までに行使してくだ
さい。

⑶　書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるも
のを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、ま
たはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有
効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以　上

（お願い）
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第17条の規定に基づき、
インターネット上の当社ホームページ（https://www.san-hd.co.jp）に掲載することにより、株主様にご提供いたしてお
ります。なお、会計監査人および監査役が監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類には、本招集
通知の添付書類のほか、当社ホームページに掲載する「連結注記表」および「個別注記表」も含まれております。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生
じた場合、ならびに株主総会会場の変更が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（https://www.san-
hd.co.jp）において掲載することにより、お知らせいたします。
◎当社では新型コロナウイルス感染予防および拡散防止のため、下記の対策をいたします。
・出席役員および運営スタッフは、体調を確認し、マスクを着用させていただきます。
・株主総会にご出席の株主様には、会場への入場の際に検温とマスクの着用をお願いさせていただきます。なおマスク未着
用の方には、会場受付にてマスクを配布いたします。また会場入り口付近など複数箇所にアルコール消毒液を設置いたし
ますので、会場への入場の際にはアルコール消毒液による手指消毒にご協力ください。

・会場の座席につきましては、ご出席の株主様に一定間隔を空けて着席していただくため、運営スタッフがご案内いたしま
す。予めご理解賜りますようお願い申しあげます。

－ 2 －

招集ご通知



2020/05/22 11:06:21 / 19598564_燦ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう
お願い申しあげます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用い
ただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.
ウ ェ ブ 行 使

web54.net

２．議決権行使の方法について
⑴　パソコンをご利用の方

　上記アドレスにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コ
ード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

⑵　スマートフォンをご利用の方
　同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱ
Ｒコード」を読み取っていただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入
力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
　なお、一度議決権を行使した後で行使内容の変更をされる場合には、再度ＱＲコードを読み取
り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要
があります。

３．議決権行使のお取扱いについて
⑴　議決権の行使期限は、2020年６月23日（火曜日）午後５時30分までとなっておりますので、

お早めの行使をお願いいたします。
⑵　書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるも

のを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、ま
たはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有
効な議決権行使としてお取扱いいたします。
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⑶　議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金
等）は、株主様のご負担となります。

⑷　パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサ
イトがご利用できない場合がございます。

４．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて
⑴　パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。

印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
⑵　パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の

場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
⑶　議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
⑴　本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わ

せください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］0120（652）031（受付時間　９：00～21：00）

⑵　その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

　証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。
イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行　証券代行部
［電話］0120（782）031（受付時間　９：00～17：00　土日休日を除く）

以　上
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（添付書類）

事 業 報 告

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．企業集団の事業の経過およびその成果

当連結会計年度（以下、当期）におけるわが国経済は、第３四半期連結会計期間までは、世界
経済の減速をリスク要因として抱えながらも、雇用・所得環境の着実な改善を背景とした個人消
費および企業の積極的な設備投資という内需の増加に支えられ、緩やかな拡大を続けてきました。

ところが、第４四半期連結会計期間になると、２月以降の国内での新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の拡大により、インバウンド需要や輸出・生産、個人消費の落ち込みがみられる
など、わが国経済に深刻な影響を及ぼしています。

葬儀業界においても、従来と比べて葬儀の参列者の減少およびそれに伴う返礼品や料理等の提
供数の減少がみられます。通常の葬儀（故人との対面によるお別れ）ができないケースは数の上
では限定的ですが、感染防止の配慮の結果として、少人数での葬儀が増えたものと考えられます。
また、多くの人々が集まる社葬やお別れの会も、中止や延期となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響を除いても、葬祭市場においては、故人や喪主の高齢化に加
え、地域社会や職場の人間関係の希薄化等の影響もあり参列者数は減少傾向にあるとともに、人々
の価値観・嗜好の多様化が葬儀の形態や費用のかけ方に反映される傾向が強まっています。

これに対して葬祭事業者は、個性的な小規模会館の開発や独自性のあるサービスの提供、マッ
チングサイトを含む集客チャネルの多様化、さらには葬儀以外の新規事業への取り組みなど、変
化に対応する事業のあり方を模索しています。

以上のような外部環境をふまえ、当社は2019年５月９日公表のとおり、グループの新たな経営
理念の下で、ライフエンディングステージにおけるトータルサポート企業への進化を目指す３ヶ
年の中期経営計画を当期からスタートさせました。基本方針として「新経営理念の浸透」、「人
財力の強化」、「サービス品質の向上」、「業務効率の改善」、「ライフエンディングサポート
事業の拡充」、「新規事業の収益力強化」、「葬儀事業の積極的な営業エリアの拡大」、「リス
クマネジメント強化」の８つを掲げ、その実現に取り組んでいます。
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当期においては、葬儀会館の新規出店を進め、2019年４月に「公益社　香里園会館」（大阪府
寝屋川市）、６月に「タルイ会館　北大久保」（兵庫県明石市）、12月に「公益社　川西多田会
館」（兵庫県川西市）そして2020年２月に「公益社　枚方出屋敷会館」（大阪府枚方市）の４会
館をオープンしました。

また、リハビリ特化型デイサービスの第３号施設「ポシブル甲東園」（兵庫県西宮市）を2019
年11月にオープンしました。

さらに、ライフエンディングサポート事業の拡充の一環として、葬儀の前後を含めたライフエ
ンディングステージを中心に、シニアライフをサポートすることを目的としたプラットフォーム
サービスを行うことを決定しました。2020年２月20日に公表のとおり、ライフエンディングサ
ービスのポータルサイトを運営する「ライフフォワード株式会社」（本社　東京都港区南青山、
代表取締役社長　宮島康子）を４月１日に設立し、７月からサービスを開始する予定です。

当期はグループ葬祭３社のうち、㈱公益社と㈱タルイにおいて葬儀施行件数が伸長し、グルー
プの全葬儀施行件数が前連結会計年度（以下、前期）比2.1％の増加となりました。一方、葬儀施
行単価は、2020年２月下旬以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、一般葬儀にお
ける各社の単価向上施策が奏功し、グループ全体として前期比0.5％上昇しました。また、葬儀に
付随する販売やサービス提供による収入は、一部新型コロナウイルス感染症の影響を受けたもの
の、仏壇仏具の販売等を中心に伸長しました。

費用については、主に人件費、広告宣伝費のほか新規出店に伴う地代家賃等が増加し、営業費
用は前期比1.4％増加しました。販売費及び一般管理費は、人件費および求人・採用関連費用等の
増加により、前期比9.7％増加しました。

この結果、当期の営業収益は212億81百万円となり、前期比2.5％の増収となりました。また、
営業利益は30億91百万円（前期比5.2％増）、経常利益は30億64百万円（前期比4.3％増）と増
益となりました。しかしながら、税金等調整前当期純利益は、葬儀会館その他の固定資産に係る
減損損失および賃貸借施設の中途解約に伴う解約違約金の発生により減益となりました。その結
果、親会社株主に帰属する当期純利益は18億56百万円（前期比12.1％減）と減益となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。
①　公益社グループ

公益社グループの中核会社である㈱公益社においては、関西圏、首都圏ともに一般葬儀（金
額５百万円以下の葬儀）の施行件数が増加し、葬儀施行単価についても、付加価値のあるサー
ビス・商品を提案する施策の効果により上昇しました。
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また、首都圏においては、大規模葬儀（金額５百万円超の葬儀）の施行件数も、2020年２
月下旬頃から新型コロナウイルス感染症の影響を受けたにもかかわらず、前期比増加しました。

その結果、全体の葬儀施行件数は前期比2.5％の増加、葬儀施行収入は前期比3.1％の増収と
なりました。

また、葬儀に付随する販売やサービス提供においては、仏壇仏具の販売収入や手数料収入等
の伸びにより、前期比増収となりました。

費用については、前期の下期以降オープンした新規会館に係る地代家賃や減価償却費の増加
等により、営業費用は前期比増加しました。

この結果、当セグメントの売上高は176億35百万円（前期比2.9％増）となり、セグメント
利益は17億42百万円（前期比8.7％増）となりました。

②　葬仙グループ
葬仙グループの㈱葬仙においては、葬儀施行件数が前期比1.2％減少しました。しかし、葬

儀の小規模化傾向をふまえた施策の効果および比較的規模の大きな葬儀の施行件数が多かった
ことにより葬儀施行単価が上昇した結果、葬儀施行収入は逆に前期比1.2％の増収となりまし
た。

また、葬儀に付随する販売やサービス提供においては、返礼品や仏壇仏具の販売収入等の伸
びにより、前期比増収となりました。

費用については、地代家賃の低減により固定費は減少しましたが、人件費が増加したほか、
２ホール（葬仙　境港ホール、葬仙　比津ホール）の改装工事に係る消耗備品費や修繕費の増
加等により、営業費用は前期比増加しました。

この結果、当セグメントの売上高は14億49百万円（前期比2.9％増）となり、セグメント利
益は44百万円（前期比20.7％増）となりました。

③　タルイグループ
タルイグループの㈱タルイにおいては、新店やリニューアル店を中心に葬儀施行件数が前期

比2.4％増加したものの、少人数の家族葬が増加し、低価格帯プランの構成比が上昇したこと
により、葬儀施行単価は低下しました。このため、葬儀施行収入は前期比0.5％の減収となり
ました。

費用については、集客のための広告宣伝費や「タルイ会館　北大久保」の出店に伴う地代家
賃が増加する一方、消耗備品費や修繕費等の減少により、営業費用は前期比減少しました。
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この結果、当セグメントの売上高は18億17百万円（前期比1.0％減）となり、セグメント利
益は３億24百万円（前期比4.4％減）となりました。

④　持株会社グループ
持株会社グループの燦ホールディングス㈱においては、主に配当金収入の増加により増収と

なりました。
費用については、主に人件費やグループの求人・採用広告費およびその他の人材募集に係る

費用、グループ会社の新規出店に伴う地代家賃や減価償却費等が増加しました。
この結果、当セグメントの売上高は55億49百万円（前期比9.0％増）となり、セグメント利

益は22億61百万円（前期比15.0％増）となりました。

２．企業集団の設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、９億44百万円で、その主なものは次
のとおりであります。

公益社　富雄会館　　　　　　改修工事等  1 億29百万円
公益社　雪谷会館　　　　　　改修工事等 99百万円
公益社　枚方出屋敷会館　　　新築工事等 94百万円
公益社　川西多田会館　　　　新築工事等 93百万円

３．企業集団の資金調達の状況
　当連結会計年度中において、手元資金を設備投資に充当いたしました。
　なお、資金の効率的運用を図るため、当社グループの各社間でグループ金融制度を運用してお
り、当連結会計年度末において、当社は㈱公益社から８億50百万円、㈱タルイから４億50百万
円を借入れております。
　また、緊急多額の資金需要に備え、取引銀行３行と総額10億円のコミットメントライン契約を
締結しておりますが、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

－ 8 －
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４．対処すべき課題
①　新経営理念の浸透

新経営理念を、多様な価値観を持つ従業員が同じ方向に進むために共有すべき指針として、
様々な手法で社内への浸透を図ること。

②　人財力の強化
競争力の源泉である「人財」を強化します。事業の成長を舵取りする人財の発掘・育成を最
大の課題ととらえ、「人財教育部」を新設するとともに、採用、育成、評価等に係る人事制
度の改定を通して、戦略構築とマネジメントができる次世代人財の育成を図ること。

③　サービス品質の向上
徹底したこだわりをもってサービスの品質を高めるとともに、サービス品質の維持・向上の
ための品質マネジメントシステムの仕組みを確立すること。

④　業務効率の改善
業務内容や役割の見直し、およびＩＴ化等により業務改善を図り、生産性の向上を実現する
こと。

⑤　ライフエンディングサポート事業の拡充
ライフエンディング・ステージにおけるトータルライフサポート企業へ進化していくために、
さらなる事業の拡充を図ること。

⑥　新規事業の収益力強化
すでに立ち上げた事業については収益力を高めるとともに、新たな収益の柱となる事業創出
のためのチャレンジを継続すること。

⑦　葬儀事業の積極的な営業エリアの拡大
東西の大都市圏を中心に、新規出店に係る物件選定と投資採算の基準を緩めることなく、投
資対効果が高い新規出店案件をよりスピードを重視しながら実施し、エリアの拡大を実現す
ること。

⑧　リスクマネジメント強化
事業環境の変化に対応するための適切なリスクテイクの意思決定に基づく会社の持続的成長
と中長期的な企業価値の向上を図るために、リスクマネジメントの強化を継続すること。

－ 9 －
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５．企業集団および当社の直前三事業年度の財産および損益の状況
⑴　企業集団の財産および損益の状況

2017年３月期
第88期

2018年３月期
第89期

2019年３月期
第90期

2020年３月期
第91期

(当連結会計年度)

営 業 収 益（百万円） 18,677 20,070 20,766 21,281
経 常 利 益（百万円） 2,064 2,650 2,936 3,064
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（百万円） 1,345 1,573 2,112 1,856

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 119円80銭 140円06銭 188円04銭 165円81銭
総 資 産（百万円） 27,961 30,161 31,326 31,874
純 資 産（百万円） 22,943 24,255 26,070 27,315
１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,042円56銭 2,159円38銭 2,320円93銭 2,471円96銭

⑵　当社の財産および損益の状況
2017年３月期

第88期
2018年３月期

第89期
2019年３月期

第90期
2020年３月期
第91期(当期)

営 業 収 益（百万円） 4,917 4,774 5,092 5,549
経 常 利 益（百万円） 1,789 1,678 1,966 2,261
当 期 純 利 益（百万円） 1,516 1,232 1,701 1,696
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 134円96銭 109円70銭 151円44銭 151円54銭
総 資 産（百万円） 25,952 27,569 28,465 29,239
純 資 産（百万円） 23,226 24,197 25,600 26,686
１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,067円71銭 2,154円17銭 2,279円12銭 2,415円00銭

（注）当社は、2019年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第88期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

－ 10 －
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６．重要な親会社および子会社の状況
⑴　親会社との関係

　当社は、親会社を有しておりません。

⑵　重要な子会社の状況
名 称 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株 式 会 社 公 益 社 100 100
葬儀請負事業、葬儀関連商品販売事業、霊柩自動車運送事
業および患者用寝台自動車運送事業、返礼品および仏壇等
の販売事業、生花事業

ｴｸｾﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ
株 式 会 社 40 100 葬儀請負事業、警備事業、清掃・施設管理事業、料理事業、

介護事業

株 式 会 社 葬 仙 10 100 葬儀請負事業、葬儀関連商品販売事業

株 式 会 社 タ ル イ 10 100 葬儀請負事業、葬儀関連商品販売事業

７．企業集団の主要な事業内容
事業部門等の名称 主 要 な 事 業 内 容

葬 儀 事 業 葬儀の請負および生花、料理、返礼品、仏壇、仏具等の販売

運 送 事 業 霊柩自動車運送、寝台自動車運送、旅客運送

そ の 他 の 事 業 不動産事業、介護事業

－ 11 －
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８．企業集団の主要な拠点等
2020年３月31日現在

名 称 所 在 地
燦ホールディングス株式会社

大 阪 本 社 大 阪 市 北 区
東 京 本 社 東 京 都 港 区

株式会社　公　益　社
公 益 社 天 神 橋 会 館 大 阪 市 北 区
公 益 社 城 東 会 館 大 阪 市 城 東 区
公 益 社 森 小 路 会 館 大 阪 市 旭 区
公 益 社 玉 出 会 館 大 阪 市 西 成 区
公 益 社 西 田 辺 会 館 大 阪 市 阿 倍 野 区
公 益 社 千 里 会 館 大 阪 府 吹 田 市
公 益 社 吹 田 会 館 大 阪 府 吹 田 市
公 益 社 江 坂 会 館 大 阪 府 吹 田 市
公 益 社 千 里 山 田 会 館 大 阪 府 吹 田 市
公 益 社 枚 方 会 館 大 阪 府 枚 方 市
公 益 社 く ず は 会 館 大 阪 府 枚 方 市
公 益 社 枚 方 出 屋 敷 会 館 大 阪 府 枚 方 市
公 益 社 香 里 園 会 館 大 阪 府 寝 屋 川 市
公 益 社 高 槻 会 館 大 阪 府 高 槻 市
公 益 社 豊 中 会 館 大 阪 府 豊 中 市
公 益 社 守 口 会 館 大 阪 府 守 口 市
公 益 社 石 橋 会 館 大 阪 府 池 田 市
公 益 社 東 大 阪 会 館 大 阪 府 東 大 阪 市
公 益 社 堺 会 館 堺 市 堺 区
公 益 社 な か も ず 会 館 堺 市 北 区
公 益 社 会 館 津 久 野 堺 市 西 区
公 益 社 岸 和 田 会 館 大 阪 府 岸 和 田 市
公 益 社 共 善 は び き の 会 館 大 阪 府 羽 曳 野 市
公 益 社 西 宮 山 手 会 館 兵 庫 県 西 宮 市
公 益 社 甲 子 園 口 会 館 兵 庫 県 西 宮 市
公 益 社 宝 塚 会 館 兵 庫 県 宝 塚 市
公 益 社 武 庫 之 荘 会 館 兵 庫 県 尼 崎 市
公 益 社 川 西 多 田 会 館 兵 庫 県 川 西 市
公 益 社 住 吉 御 影 会 館 神 戸 市 東 灘 区
公 益 社 甲 南 山 手 会 館 神 戸 市 東 灘 区
公 益 社 六 甲 道 会 館 神 戸 市 灘 区
公 益 社 富 雄 会 館 奈 良 県 奈 良 市
公 益 社 学 園 前 会 館 奈 良 県 奈 良 市
公 益 社 西 大 寺 会 館 奈 良 県 奈 良 市
公 益 社 用 賀 会 館 東 京 都 世 田 谷 区
公 益 社 田 園 調 布 会 館 東 京 都 世 田 谷 区

－ 12 －

企業集団の主要な拠点等
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2020年３月31日現在
名 称 所 在 地

公 益 社 喜 多 見 会 館 東 京 都 世 田 谷 区
公 益 社 雪 谷 会 館 東 京 都 大 田 区
公 益 社 明 大 前 会 館 東 京 都 杉 並 区
公 益 社 高 円 寺 会 館 東 京 都 杉 並 区
公 益 社 高 輪 会 館 東 京 都 港 区
公 益 社 上 板 橋 会 館 東 京 都 板 橋 区
公 益 社 仙 川 会 館 東 京 都 調 布 市
公 益 社 東 久 留 米 会 館 東 京 都 東 久 留 米 市
公 益 社 吉 祥 寺 会 館 東 京 都 武 蔵 野 市
公 益 社 会 館 た ま プ ラ ー ザ 横 浜 市 青 葉 区
公 益 社 日 吉 会 館 横 浜 市 港 北 区
東 大 阪 事 業 セ ン タ ー 大 阪 府 東 大 阪 市

エクセル・サポート・サービス株式会社
な ご み 庵 き た は ま 伊 丹 店 兵 庫 県 伊 丹 市
な ご み 庵 き た は ま 瓜 破 店 大 阪 市 平 野 区
な ご み 庵 き た は ま 四 條 畷 店 大 阪 府 四 條 畷 市

株式会社　葬　仙
鳥 取 ホ ー ル 鳥 取 県 鳥 取 市
吉 方 ホ ー ル 鳥 取 県 鳥 取 市
岩 美 ホ ー ル 鳥 取 県 岩 美 郡
米 子 葬 祭 会 館 鳥 取 県 米 子 市
福 米 ホ ー ル 鳥 取 県 米 子 市
安 倍 ホ ー ル 鳥 取 県 米 子 市
境 港 ホ ー ル 鳥 取 県 境 港 市
余 子 ホ ー ル 鳥 取 県 境 港 市
松 江 葬 祭 会 館 島 根 県 松 江 市
比 津 ホ ー ル 島 根 県 松 江 市
東 出 雲 ホ ー ル 島 根 県 松 江 市
安 来 ホ ー ル 島 根 県 安 来 市

株式会社　タ　ル　イ
本 社 ・ メ モ リ ア ル ギ ャ ラ リ ー 仏 壇 展 示 場 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 大 蔵 谷 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 新 明 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 大 久 保 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 魚 住 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 土 山 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 長 坂 寺 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 西 明 石 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 北 大 久 保 兵 庫 県 明 石 市
タ ル イ 会 館 舞 子 神 戸 市 垂 水 区
タ ル イ 会 館 神 戸 西 神 戸 市 西 区
タ ル イ 会 館 東 加 古 川 兵 庫 県 加 古 川 市

－ 13 －
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９．企業集団および当社の使用人の状況
⑴　企業集団の使用人の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 使 用 人 数 前期末比増減
公 益 社 グ ル ー プ 559名 （756名） 28名増
葬 仙 グ ル ー プ 50名 （43名） 2名増
タ ル イ グ ル ー プ 40名 （53名） 1名増
持 株 会 社 グ ル ー プ 51名 （1名） 1名減

合 計 700名 （853名） 30名増
（注）　使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人数を（　）外数で記載しております。

⑵　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

51名 １名減 48.9歳 ９年７ヶ月

（注）　使用人数は就業人員であります。

10．企業集団の主要な借入先
　該当事項はありません。

－ 14 －
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Ⅱ．会社の状況に関する事項
１．株式に関する事項（2020年３月31日現在）

⑴　発行可能株式総数 42,000,000株
⑵　発行済株式の総数 11,186,849株（自己株式977,167株を除く）
⑶　株主数 3,706名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,427,900 12.76

銀 泉 株 式 会 社 559,400 5.00

株 式 会 社 公 益 社 （ 京 都 ） 492,700 4.40

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 435,800 3.90

久 後 豊 子 354,400 3.17

久 後 陽 子 319,606 2.86

久 後 吉 孝 319,600 2.86

久 後 隆 司 262,194 2.34

小 西 光 治 235,602 2.11

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 232,000 2.07

（注）１．株式会社公益社（京都）は、当社子会社と同社名の、本社を京都市に置く葬祭会社でありますが、当
社グループとは出資、人事等の関係はありません。

２．2019年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
３．当社は、自己株式977,167株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比

率は自己株式を控除して計算しております。
４．自己株式の総数には、従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式136,600株が含まれておりません。

－ 15 －
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２．会社役員の状況
⑴　取締役および監査役の状況

2020年３月31日現在

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 野 呂 裕 一 ㈱公益社　代表取締役会長

代 表 取 締 役 社 長 播 島 　 聡 ㈱公益社　代表取締役社長

取 締 役
専 務 執 行 役 員 宮 島 康 子

情報システム部担当、マーケティング企画部担当兼マー
ケティング企画部長、システム＆オペレーション部担当
兼システム＆オペレーション部長
㈱公益社　取締役

取 締 役
常 務 執 行 役 員 的 羽 元 司

経理部担当、購買部担当、人事部担当、不動産管理部担
当、総務部担当兼総務部長、コンプライアンス・内部監
査担当
㈱公益社　取締役

※１ 取 締 役 原 田 雅 俊 (一社)国際産業関係研究所　代表理事

※１ 取 締 役 末 川 久 幸 新田ゼラチン㈱　社外取締役

常 勤 監 査 役 秦 　 　 　 一 二 三 ㈱公益社　監査役

※２ 監 査 役 本 間 千 雅
弁護士
本間法律事務所　代表
㈱新潟公益社　取締役

※２ 監 査 役 三 上 祐 人 行政書士
行政書士三上祐人事務所　所長

（注）１．※１は社外取締役であります。
２．※２は社外監査役であります。
３．常勤監査役秦一二三氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４．当社は、取締役原田雅俊、末川久幸および監査役本間千雅、三上祐人の各氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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⑵　責任限定契約に関する事項
　2015年６月25日開催の第86期定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役等で
ある者を除く。）および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
　当該定款に基づき当社が取締役（業務執行取締役等である者を除く。）２名および監査役の
全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

（取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役の責任限定契約）
　当社定款に基づき、会社法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善
意でかつ重大な過失がないときには、金100万円と、会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。

⑶　取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ６名 190,939千円

監 査 役 ６名 25,650千円

合 計 12名 216,589千円

（注）１．役員報酬限度額は、取締役が年額350,000千円以内と定めた固定枠と、支給日の前事業年度の連結経
常利益の３％以内（ただし、100,000千円を上限とする。）とする変動枠の合計額以内、監査役は年
額50,000千円であります。

２．上記のうち、社外役員７名に対する報酬等の総額は26,250千円であります。
３．上記の報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額52,600千円および株式報酬費用12,316千円を含めて

おります。なお、株式報酬費用につきましては、上記１．の役員報酬限度額とは別枠で株主総会の決
議で定められた当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬であります。

４．上記の報酬等の額には、2019年６月25日開催の第90期定時株主総会の終結の時をもって退任した、
社外監査役３名を含めております。
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⑷　社外役員に関する事項
①　重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

地 位 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

取締役 原 田 雅 俊 (一社)国際産業関係研究所　代表理事 特別の関係はありません。

取締役 末 川 久 幸 新田ゼラチン㈱　社外取締役 特別の関係はありません。

監査役 本 間 千 雅
弁護士
本間法律事務所　代表
㈱新潟公益社　取締役　(注)

特別の関係はありません。

監査役 三 上 祐 人 行政書士
行政書士三上祐人事務所　所長 特別の関係はありません。

（注）㈱新潟公益社は新潟県新潟市に本社を置く葬祭会社でありますが、当社グループとは出資、人事等の関係
はありません。

②　社外役員の主な活動状況
出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況

取 　 締 　 役 原 田 雅 俊 当期開催の取締役会17回の全てに出席し、主に会社経営者としての見地か
らの発言を行っております。

取 　 締 　 役 末 川 久 幸 当期開催の取締役会17回の全てに出席し、主に会社経営者としての見地か
らの発言を行っております。

監 　 査 　 役 本 間 千 雅
2019年６月25日就任以降、当期開催の取締役会13回の全てに出席し、ま
た、当期開催の監査役会10回の全てに出席し、主に会社経営者・弁護士と
しての見地からの発言を行っております。

監 　 査 　 役 三 上 祐 人
2019年６月25日就任以降、当期開催の取締役会13回の全てに出席し、ま
た、当期開催の監査役会10回の全てに出席し、主に会社経営者・行政書士
としての見地からの発言を行っております。
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３．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に

ついての報酬等の額 35,900千円
②　当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 37,400千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

３．当社は、会計監査人に対して公認会計士法２条１項の業務以外の業務である収益認識に関する会計
基準について助言・指導業務を委託し対価を支払っております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由
を報告いたします。
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４．業務の適正を確保するための体制
　当社の基本方針の内容は次のとおりであります。

⑴　当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制

①　社外取締役を選任し、取締役会の業務執行の決定および取締役の職務の執行の監督機能を
強化する。

②　当社グループの取締役および使用人が法令・定款を遵守し、社会的規範に基づいて行動す
るための「燦ホールディングスグループ　コンプライアンス行動規範・行動基準」を定め
る。また、その徹底を図るためコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制
の維持・向上を図っていく。

　　また、社員からの内部通報の仕組みとして「ヘルプライン」を社内・社外に設置し、コン
プライアンスをより一層確実なものとする体制を構築し運用する。

③　反社会的な活動や勢力には毅然として対応し一切関係を持たないこと、反社会的勢力等か
らの不当な金銭的利益を得ようとする行為に対しては組織的に対応し、各都道府県が定め
る暴力団排除条例に基づき暴力団排除条項を定めて対応することをコンプライアンス行動
規範・行動基準に明記し、当該規範・基準に基づき実行する。

⑵　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①　当社の取締役の職務執行に係る情報は、社内規定に則り、適切に記録、保存、管理および

廃棄する。当社の取締役および監査役は、常時、これらの情報を記録した文書等を閲覧す
ることができる。

②　会社情報の適時開示の必要性および開示内容を取締役会において審議し、会社情報を適時
適切に開示する。

⑶　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社グループ全体の取組みとして、当社グループの業務上のリスクを抽出し、リスクとそ

の対応方法を文書化する。
②　リスクマネジメント委員会を設置してリスク管理に関する規定を整備し、当該委員会にお

いて、当社グループ全体のリスク管理体制・施策等の審議を行うとともに、事業活動に関
係する様々なリスクヘの対応を検討・実施・推進する。
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⑷　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　下記事項を含む経営管理システムの整備・運用を通じて、当社グループの取締役の職務執行

の効率性を確保する。
①　取締役の職務分担・意思決定ルールを策定し明確化する。
②　重要事項につき多面的な検討を行うための会議体を設置する。
③　取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画および毎年策定される年度計画に基づ

き各部門が実施すべき具体的な年度目標と予算の設定およびそれに基づく月次、四半期業
績管理を実施する。

⑸　当社グループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社グループにおける内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制を担

当する取締役を定め、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共用
化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築し運用する。

②　当社グループの取締役および執行役員は、各部門の業務施行の適正を確保する内部統制の
確立と運用の権限と責任を有する。

③　当社の内部監査部署は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を①の担当取締役お
よび②の責任者に報告し、①の担当取締役は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実
施の支援・助言を行う。

⑹　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項

　必要に応じて監査役の職務を補助する監査役付使用人を置くこととし、監査役付使用人の人
事については、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
　監査役を補助する監査役付使用人を置く場合、当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統に
は属さず、監査役の指示命令系統に従うものとし、人事考課等については監査役の事前の同意
を必要とする。
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⑺　当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に
報告をするための体制

　当社グループの取締役または使用人等は、監査役会と協議の上、法定の事項に加え、次の当
社グループに重大な影響を及ぼす事項等をすみやかに報告することとし、報告の方法は取締役
会と監査役会の協議により決定する方法によるものとする。
　なお、当社グループの取締役および使用人等が、監査役への報告を行ったことを理由として、
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
①　経営会議で報告・審議された事項
②　当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項
③　毎月の経営状況として重要な事項
④　内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
⑤　重大な法令・定款違反
⑥　ヘルプラインの通報状況および内容
⑦　その他コンプライアンス上重要な事項

⑻　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、すみやかに処理する。
　通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する等、新たな監査費用の処理は、
監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。

⑼　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社は、監査役会と代表取締役および取締役が、経営課題、その他事業運営上の重要課題に
ついて定期的に意見交換を行い、また監査役監査基準に従い、監査役が実効的な監査ができる
体制の環境整備に努める。
　また、監査役会は、内部監査部署である内部監査室が行う計画的内部監査の報告を受けると
ともに、外部監査人との定期的な意見交換を行い、監査役の監査が、効率的かつ効果的に行わ
れることを確保する。
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５．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための体制その他業務の適正を確保するため
の体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

⑴　内部統制システム全般
　当社にグループ各社全体の内部統制を担当する取締役を定め、当社およびグループ各社間
での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステム
を含む体制を運用しております。

⑵　コンプライアンス
　コンプライアンス委員会において、全役職員を対象としたコンプライアンス、個人情報保
護等に関する教育研修を実施し、法令および定款を遵守するための取組みを継続的に行って
おります。
　また、当社は内部通報窓口を設置しており、子会社にも開放することでコンプライアンス
体制の実効性向上に努めております。

⑶　リスク管理体制
　リスクマネジメント規程で対象とするリスクを設定し、リスクマネジメント委員会におい
て活動方針・活動目標を定め、リスクの管理状況の確認と取締役会への定期的な報告を行っ
ております。

⑷　内部監査
　内部監査部門である内部監査室は、内部監査計画に基づき当社および子会社の内部監査を
実施しております。
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６．株式会社の支配に関する基本方針
（１）　基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解
し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを
可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主の
皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大
量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する
ものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付の中には、
その目的、態様等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株
主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量
買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な
時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらす
ために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資
さないものも少なくありません。

当社では企業価値の確保・向上に努めておりますが、当社グループの企業価値は、人と組織
をその源泉としております。当社株式の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、
これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社
の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買
付に対しては、必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を確保する必要があると考えております。
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（２）　基本方針実現のための取組みの具体的な内容
①　基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、1932年の創業以来、「まごころ葬儀の創造」を理念として掲げ、人々のこころ
に寄り添う葬儀サービスを提供してまいりました。時代の変化、お客様のニーズの変化とと
もに、人の最後のお別れのかたちも大きく変化してきましたが、当社は守るべきものを守り、
変えるべきものを変え、常に挑戦し続けることで新しい価値を創り出し、葬儀サービスだけ
にとどまらない「ライフエンディングサポート」企業グループへと進化してきました。

このたび、新たな中期経営計画(2019年度～2021年度)を策定するにあたり、創業88年
の社歴とこれまでの経営理念をふまえた、未来に向けた新たな経営理念を「人生に潤いと豊
かさを。よりよく生きる喜びを。」と定めました。

さらに、今回定めたビジョンでは、企業価値の源泉にさらに磨きをかけることにより、①
人のこころに寄り添い、人生の喜びと幸せを創出する企業、②新しい価値、高い付加価値を
創造し、持続的に安定成長していく企業、③一人ひとりが情熱をもって、主体的に行動し挑
戦しつづける企業、をわたしたちの未来・目指す姿として掲げました。

企業価値向上のために、企業価値の源泉である人と組織に対して、人財教育の体系化およ
び外部プログラムを活用した企業の文化や風土の変革に取り組んでおります。

また当社は、経営の基本方針として掲げた「透明性の高い経営姿勢」を担保し、企業価値
の向上を継続的に実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を、経営上の最
重要課題のひとつと位置づけております。

当社は取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実
を図るため、2016年６月開催の定時株主総会において、独立性の高い社外取締役２名を含
む６名の取締役の体制となりました。また、当社の監査役会は、独立性の高い社外監査役が
過半数を占める構成となっており、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するなどし
て、取締役の職務執行状況を監査しております。

さらに当社は、取締役会が適正かつ効率的に業務執行に対する監督機能を発揮できるよう
に「取締役会規程」を定め、法令・定款に準拠して取締役会で審議する内容を定めておりま
す。また、執行役員制度を採用するとともに、「職務分掌・権限規程」を定め、各業務執行
取締役および執行役員が執行できる業務の範囲ならびにその監督体制を明確に定めておりま
す。

2016年には報酬委員会に社外取締役を委員に加え、2017年には指名委員会を設置し、役
員等の指名・報酬に関する手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能
を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図っております。
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当社は、これらの取り組みを進めることにより、企業価値の向上に努め、基本方針の実現
に邁進しております

②　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み

当社は、2019年５月９日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対
応策（買収防衛策）」を一部改定した上で更新すること（以下、更新後のプランを「本プラ
ン」といいます。）を決議し、本プランについて株主の皆様のご意思を反映すべく、第90期
定時株主総会において本プランについての当社株主の皆様のご承認をいただきました。

本プランは、当社の株券等に対する買付けもしくはこれに類似する行為またはその提案（当
社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、
買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報
の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の
皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行うこと等を可能
とし、また、基本方針に反し当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止する
ことにより当社の企業価値・株主共同の利益を確保、向上させることを目的としております。

本プランは、買付等のうち、a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有
割合が20％以上となる買付等、または、b.当社が発行者である株券等について、公開買付け
に係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上
となる公開買付けを対象とします。当社は、当社の株券等について買付等が行われる場合、
当該買付等に係る買付者等には、本プランに規定する手続を遵守する旨の誓約文言等を記載
した意向表明書の提出を求め、さらに買付内容等の検討に必要な情報の提出を求めます（適
宜回答期限を設けます）。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見
や根拠資料、代替案(もしあれば）等が、社外取締役、社外監査役および社外の有識者のいず
れかに該当する者から構成される独立委員会に提供され、その判断を経るものとします。独
立委員会は、外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付内容の検討、当社取締役会の提示
した代替案の検討、買付者等との協議・交渉、株主の皆様に対する情報開示等を行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、その他買付者
等の買付等の内容の検討の結果、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明
白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合等、本プランに定める要件に該当し、新
株予約権の無償割当て等を実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会規則
に従い、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当て等を実施することを勧告します。
また、予め当該実施に関して株主総会の承認を得るべき旨を勧告することもできるものとし
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ます。
新株予約権の無償割当てを実施する場合の新株予約権には、買付者等による権利行使が認

められないという行使条件、および当社が買付者等以外の者から当社株式等と引換えに新株
予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当該買付者等以外の株主の皆
様は、原則として、新株予約権１個あたり１円を下限として当社株式の１株の時価の２分の
１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が別途定める価額を払い込むことにより、
新株予約権１個につき１株の当社普通株式を取得することができます。

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当て等の実施
もしくは不実施または株主総会招集等の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決
議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につ
いて、情報開示を行います。

本プランの有効期間は、第90期定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしています。

ただし、有効期間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。

本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当て等が実施されていない場合、株主の皆
様に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権
無償割当てが実施された場合、株主の皆様が権利行使期間内に、金銭の払込その他新株予約
権行使の手続を行わないと、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する
株式の価値が希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約
権の取得を行った場合、保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、原則と
して買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じませ
ん。）。

なお、本プランの詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.
san-hd.co.jp/files/news/management/190509_4.pdf）に掲載する2019年５月９日付
プレスリリースにおいて開示されております。

⑶　具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
「（２）①」に記載した企業価値向上への取組みおよびコーポレート・ガバナンス強化の

ための取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ安定的に向上させるための
具体的方策として策定されたものであり、その内容も、前記のとおり、飽くことのない品質
向上、人的および物的資産の拡充等を含む合理的なものであり、かつ、コーポレート・ガバ
ナンスの強化・充実にも配慮された公正なものであることから、まさに当社の基本方針に沿
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うものであって、企業価値・株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではありません。

また、「（２）①」に記載した本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社
の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みを具体化するもの
として、企業価値・株主共同の利益を確保、向上させる目的をもって導入されたものであり、
第90期定時株主総会において株主の皆様にもご承認いただいております。その内容も、合理
的な客観的要件が設定されている上、その発動にあたっては、社外取締役、社外監査役およ
び社外の有識者のいずれかに該当する者によって構成される独立委員会の判断を経ることが
必要とされており、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることもできること
になっております。加えて発動にあたって株主総会決議により株主の皆様のご意思を反映す
ることもできることになっております。また、その有効期間は第90期定時株主総会終結の時
から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
されており、その期間途中であっても当社取締役会によりいつでも廃止できるものとされて
います。

従って、本プランは、公正性・客観性が担保されており、当社の基本方針に沿うものであ
って、企業価値・株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではありません。

（注）　事業報告中の記載金額については、単位未満を切捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
不 動 産 信 託 受 益 権
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

7,264,198
6,428,795

493,588
89,380
54,039

199,629
△1,234

24,610,028
22,283,558

9,390,883
56,195

106,864
12,247,709

470,711
11,195
97,222

2,229,246
220,375
478,828
498,159
723,667
329,074

△20,858

流 動 負 債 3,105,353
営 業 未 払 金 736,264
１年内返済予定の長期借入金 19,992
リ ー ス 債 務 115,028
資 産 除 去 債 務 9,598
未 払 金 607,011
未 払 法 人 税 等 607,732
未 払 消 費 税 等 317,318
賞 与 引 当 金 491,757
役 員 賞 与 引 当 金 60,372
そ の 他 140,277

固 定 負 債 1,453,079
長 期 借 入 金 5,038
リ ー ス 債 務 404,373
資 産 除 去 債 務 382,817
従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 14,287
長 期 預 り 金 235,476
長 期 未 払 金 411,085
負 債 合 計 4,558,432

純 資 産 の 部
科 目 金 額

株 主 資 本 27,315,794
資 本 金 2,568,157
資 本 剰 余 金 5,491,381
利 益 剰 余 金 20,544,571
自 己 株 式 △1,288,316
純 資 産 合 計 27,315,794

資 産 合 計 31,874,226 負債及び純資産合計 31,874,226
※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 21,281,066
営 業 費 用 16,716,596
営 業 総 利 益 4,564,470

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,472,654
営 業 利 益 3,091,815

営 業 外 収 益
受 取 利 息 3,483
受 取 配 当 金 4
受 取 保 険 金 16,582
社 宅 金 収 入 3,642
雑 収 入 12,352 36,065

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,137
解 体 撤 去 費 用 24,461
災 害 損 失 21,557
雑 損 失 15,599 63,756
経 常 利 益 3,064,124

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 15,362 15,362

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6,710
固 定 資 産 売 却 損 5
減 損 損 失 150,818
解 約 違 約 金 35,572 193,106
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,886,380
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,052,498
法 人 税 等 調 整 額 △22,754 1,029,744
当 期 純 利 益 1,856,635
親会社株主に帰属する当期純利益 1,856,635

※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）
株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 2,568,157
資本剰余金 当期首残高 5,488,615

当期変動額 自己株式処分差益 2,765
当期末残高 5,491,381

利益剰余金 当期首残高 19,027,330
当期変動額 剰余金の配当 △339,395

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,856,635

当期末残高 20,544,571
自己株式 当期首残高 △1,014,088

当期変動額 自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466

当期末残高 △1,288,316
株主資本合計 当期首残高 26,070,015

当期変動額 剰余金の配当 △339,395
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,856,635

自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466
自己株式処分差益 2,765

当期末残高 27,315,794
純資産合計 当期首残高 26,070,015

当期変動額 剰余金の配当 △339,395
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,856,635

自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466
自己株式処分差益 2,765

当期末残高 27,315,794

※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
不 動 産 信 託 受 益 権
差 入 保 証 金
そ の 他 投 資 等
貸 倒 引 当 金

4,064,146
3,383,878

126,673
545,819

7,776
25,175,045
20,825,990

8,272,191
297,556

5,870
22,317

12,211,609
11,880
4,565
87,064
41,917
28,646
16,500

4,261,990
2,512,585

1,270
369,945
219,686
97,637

498,159
685,306
27,400

△150,000

流 動 負 債 2,069,196
営 業 未 払 金 679
短 期 借 入 金 1,300,000
リ ー ス 債 務 2,976
未 払 金 165,887
未 払 費 用 178
未 払 法 人 税 等 391,281
未 払 消 費 税 等 72,647
預 り 金 7,890
賞 与 引 当 金 43,566
役 員 賞 与 引 当 金 52,600
未 払 社 会 保 険 料 9,239
前 受 金 22,249

固 定 負 債 483,629
リ ー ス 債 務 9,854
長 期 未 払 金 38,438
資 産 除 去 債 務 309,337
従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 899
関係会社事業損失引当金 6,000
預 り 保 証 金 119,100

負 債 合 計 2,552,826
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 26,686,365

資 本 金 2,568,157
資 本 剰 余 金 5,491,381

資 本 準 備 金 5,488,615
そ の 他 資 本 剰 余 金 2,765

利 益 剰 余 金 19,915,142
利 益 準 備 金 225,639
そ の 他 利 益 剰 余 金 19,689,502

配 当 平 均 積 立 金 230,000
固定資産圧縮積立金 208,042
別 途 積 立 金 8,433,992
繰 越 利 益 剰 余 金 10,817,466

自 己 株 式 △1,288,316
純 資 産 合 計 26,686,365

資 産 合 計 29,239,191 負 債 及 び 純 資 産 合 計 29,239,191
※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 5,549,951
営 業 費 用

不 動 産 賃 貸 原 価 1,980,620
一 般 管 理 費 1,283,082 3,263,703
営 業 利 益 2,286,248

営 業 外 収 益
受 取 利 息 4,282
受 取 保 険 料 16,512
雑 収 入 4,567 25,363

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,502
解 体 撤 去 費 用 24,461
災 害 損 失 9,297
雑 損 失 5,803 50,065
経 常 利 益 2,261,545

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 15,362
そ の 他 特 別 利 益 13,149 28,512

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 5,639
減 損 損 失 82,600
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 150,000
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 6,000
関 係 会 社 株 式 評 価 損 49,999
そ の 他 特 別 損 失 1,560 295,799
税 引 前 当 期 純 利 益 1,994,258
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 249,648
法 人 税 等 調 整 額 47,769 297,418
当 期 純 利 益 1,696,839

※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

株主資本
資本金 当期首残高及び当期末残高 2,568,157
資本剰余金

資本準備金 当期首残高及び当期末残高 5,488,615
　その他資本剰余金 当期首残高 －

当期変動額 自己株式処分差益 2,765
当期末残高 2,765

利益剰余金
利益準備金 当期首残高及び当期末残高 225,639
その他利益剰余金

配当平均積立金 当期首残高及び当期末残高 230,000
固定資産圧縮積立金 当期首残高及び当期末残高 208,042
別途積立金 当期首残高及び当期末残高 8,433,992
繰越利益剰余金 当期首残高 9,460,022

当期変動額 剰余金の配当 △339,395
当期純利益 1,696,839

当期末残高 10,817,466
自己株式 当期首残高 △1,014,088

当期変動額 自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466

当期末残高 △1,288,316
株主資本合計 当期首残高 25,600,382

当期変動額 剰余金の配当 △339,395
当期純利益 1,696,839
自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466
自己株式処分差益 2,765

当期末残高 26,686,365
純資産合計 当期首残高 25,600,382

当期変動額 剰余金の配当 △339,395
当期純利益 1,696,839
自己株式の取得 △449,693
自己株式の処分 175,466
自己株式処分差益 2,765

当期末残高 26,686,365

※　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月27日
燦ホールディングス株式会社

取　締　役　会　　御　中
有限責任監査法人　トーマツ

大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 安 場 達 哉 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、燦ホールディングス株式会社の2019年４月１日から2020年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、燦ホールディ
ングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月27日
燦ホールディングス株式会社

取　締　役　会　　御　中
有限責任監査法人　トーマツ

大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 安 場 達 哉 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、燦ホールディングス株式会社の2019年４月１日から2020年３
月31日までの第91期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

－ 37 －

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 38 －
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監査役会の監査報告書　謄本
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第91期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従
い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要
な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針および同号ロの各
取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検
討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書並びに
連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記
表）について検討いたしました。

－ 39 －

監査役会の監査報告書
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている
会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社
の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものではないと認めます。

⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2020年５月28日
燦ホールディングス株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 秦　　　一二三 ㊞
社 外 監 査 役 本 間 千 雅 ㊞
社 外 監 査 役 三 上 祐 人 ㊞

以　上

－ 40 －
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、連結業績および資金の状
況、中長期的な成長投資のための内部留保の確保、および財務の健全性等を総合的に勘案しながら、
配当による利益還元を行っていく方針であります。
　この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金16円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、178,989,584円となります。
当社は2019年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。

2019年９月30日を基準日としてお支払いしました中間配当金（１株につき金30円）は、当該株
式分割実施後の１株当たり配当金に換算すると15円に相当しますので、期末配当と合わせた当期
の年間配当金相当額は、１株につき31円となり、前期と比べ２円50銭の増配となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月25日といたしたいと存じます。

－ 41 －

剰余金処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件
１．変更の理由

　当社子会社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行う
ものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
第２条　　　　　　　　（現行どおり）

１．次の事業を営む会社の株式または出資持
分を保有することによる当該会社の事業
活動の支配ならびに管理およびこれに関
連する業務

１．　　　　　（現行どおり）

(1)
（条文省略）～

(42)

(1)
（現行どおり）～

(42)
（新設） (43) インターネットを利用した各種情

報提供サービス業務
（新設） (44) 広告業および広告代理業
（新設） (45) 経営コンサルタント業
（新設） (46) 葬儀・納骨に関する情報の提供、

仲介および斡旋業務
（新設） (47) ライフエンディング全般に関する

業務
(43) 上記(1)から(42)までに附帯また

は関連する一切の事業
(48) 上記(1)から(47)までに附帯また

は関連する一切の事業
２．

（条文省略）～
６．

２．
（現行どおり）～

６．

－ 42 －
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第３号議案　取締役６名選任の件
　本株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

１
の
野

ろ
呂

ゆう
裕

いち
一

(1962年８月30日生)

1986年 ４月 アメリカン・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー入社

69,600株

1994年７ 月 ＡＩＧマーケティング出向（ＡＩＧ株式
会社）

2001年４ 月 エイアイジー・スター生命保険株式会社
出向

2004年６ 月 アメリカン・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー顧客戦略統括部長

2006年 ４月 当社入社、執行役員マーケティング戦略
部付部長

2007年 ６月 当社取締役マーケティング戦略部付部
長

2008年 ６月 当社常務取締役マーケティング戦略部
長兼東京支店長

2009年 ６月 当社専務取締役情報システム担当マー
ケティング戦略部長兼東京支店長

2011年 ６月 当社取締役副社長情報システム・マーケ
ティング戦略担当

2013年 ６月 当社代表取締役副社長
2016年 ４月 当社代表取締役社長
2019年 ４月 当社代表取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）
ライフフォワード株式会社　代表取締役会長

－ 43 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

２
はり
播

しま
島

 
　

さとし
聡

(1962年９月25日生)

1987年 ４月 株式会社リクルートコンピュータプリ
ント（現株式会社リクルートコミュニケ
ーションズ）入社

151,300株

1999年 ４月 当社入社
2003年10月 当社大阪営業部付部長
2005年 ４月 当社執行役員
2006年 ６月 当社取締役関係会社株式会社公益社、株

式会社葬仙担当
2007年 ６月 当社常務取締役関係会社株式会社公益

社、株式会社葬仙担当
2009年６ 月 当社専務取締役購買管理・プロジェクト

マネジメント担当
2011年６ 月 当社取締役副社長人事・購買担当
2013年６ 月 当社代表取締役副社長

内部統制・コンプライアンス担当
2015年４ 月 当社代表取締役副社長
2019年４ 月 当社代表取締役社長(現任)
（重要な兼職の状況）
株 式 会 社 公 益 社
エクセル・サポート・サービス株式会社
株 式 会 社 葬 仙

代表取締役社長
取締役会長
取締役

－ 44 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

３
みや
宮

じま
島

やす
康

こ
子

(1966年３月５日生)

1988年 ４月 大正海上システム開発株式会社（現ＭＳ
＆ＡＤシステムズ株式会社）入社

18,000株

1997年 ３月 アメリカン・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー入社

2006年５ 月 当社入社
2008年４ 月 当社マーケティング戦略部付部長
2009年６ 月 当社執行役員マーケティング戦略部付

部長
2010年６ 月 当社常務執行役員マーケティング戦略

部長
2016年 ４月 当社専務執行役員情報システム本部長
2017年 ６月 当社取締役情報システム本部担当兼情

報システム本部長
2018年 ４月 当社取締役情報システム本部担当兼情

報システム本部長兼情報システム部長
2019年 ４月 当社取締役専務執行役員

情報システム部担当
マーケティング企画部担当兼マーケテ
ィング企画部長、システム＆オペレーシ
ョン部担当兼システム＆オペレーショ
ン部長（現任）

（重要な兼職の状況）
ライフフォワード株式会社　代表取締役社長

－ 45 －

取締役選任議案



2020/05/22 11:06:21 / 19598564_燦ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

４
まと
的

ば
羽

もと
元

し
司

(1963年５月９日生)

1987年 ４月 光洋精工株式会社（現株式会社ジェイテ
クト）入社

17,300株

1991年 ４月 株式会社テザック入社
1998年10月 当社入社
2004年10月 当社総務人事部総務担当部長
2006年 ６月 当社執行役員総務部長
2007年 ６月 当社取締役コンプライアンス担当兼総

務部長
2010年 ６月 当社常務取締役総務・人事・人事企画・

コンプライアンス・内部監査担当兼秘書
部長

2013年 ４月 当社取締役常務執行役員
コンプライアンス・内部監査担当兼管理
本部長兼総務部長

2013年 ６月 当社常務執行役員コンプライアンス・内
部監査担当兼管理本部長兼総務部長

2016年 ６月 当社取締役管理本部・企画本部・コンプ
ライアンス・内部監査担当兼管理本部長
兼総務部長

2019年 ４月 当社取締役常務執行役員
コンプライアンス・内部監査・経理部・
購買部・人事部・不動産管理部・総務部
担当兼総務部長

2020年 ４月 当社取締役執行役員
コンプライアンス・内部監査・経理部・
購買部・人事部・不動産管理部・総務部
担当兼総務部長（現任）

（重要な兼職の状況）
株 式 会 社 公 益 社 取締役執行役員

－ 46 －
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

５
はら
原

だ
田

まさ
雅

とし
俊

(1955年２月９日生)

1977年 ４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック
株式会社）入社

0株

2003年 ６月 同社労政グループ
グループマネージャー

2008年 ４月 同社役員
人事・総務・保信担当

2008年 ６月 同社取締役
2009年 ４月 一般社団法人国際産業関係研究所

代表理事（現任）
2010年 ４月 パナソニック株式会社

常務取締役
2011年 ４月 同社常務取締役　関西代表
2012年 ６月 同社常務役員　関西代表
2014年 ６月 株式会社公益社監査役
2015年 ６月 当社社外監査役
2016年 ６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
一般社団法人国際産業関係研究所　代表理事

－ 47 －
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

６
すえ
末

かわ
川

ひさ
久

ゆき
幸

(1959年３月17日生)

1982年 ４月 株式会社資生堂入社

300株

2007年 ２月 同社事業企画部長
2008年 ４月 同社執行役員経営企画部長
2009年 ６月 同社取締役執行役員経営企画部長
2010年 ４月 同社取締役執行役員常務経営企画部長
2011年 ４月 同社代表取締役執行役員社長
2013年 ４月 同社相談役
2014年 ６月 新田ゼラチン株式会社　社外取締役（現

任）
2017年 ６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
新田ゼラチン株式会社 社外取締役

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．原田雅俊、末川久幸の両氏は、社外取締役候補者であります。
３．取締役候補者　宮島康子氏の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．社外取締役を除く各取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。

⑴　取締役候補者　野呂裕一氏は2016年４月から代表取締役社長として、2019年４月から代表取締役
会長として、また、2020年４月からは新設のライフフォワード株式会社の代表取締役会長として、
企業価値向上に向けて当社グループの経営をリードしており、その豊富な経営者としての経験と見
識を当社グループの経営に活かすため、選任をお願いするものであります。

⑵　取締役候補者　播島　聡氏は2013年６月から代表取締役副社長として、また、2016年４月から主
要子会社である株式会社公益社の代表取締役社長、2019年４月から当社代表取締役社長として当
社グループの経営戦略、営業戦略の推進に貢献しており、その豊富な経営者としての経験と見識を
当社グループの経営に活かすため、選任をお願いするものであります。

⑶　取締役候補者　宮島康子氏は2017年６月から取締役として情報システム部門、子会社マーケティ
ング企画部門を担当し、2019年４月からは取締役専務執行役員として当社マーケティング企画お
よびシステム＆オペレーション部門を担当し、また、2020年４月からは新設のライフフォワード
株式会社の代表取締役社長としてライフエンディングサポート事業を推進しており、その豊富な経
験と実績を当社グループの経営に活かすため、選任をお願いするものであります。

⑷　取締役候補者　的羽元司氏は2016年６月から取締役として、2019年４月からは取締役常務執行役
員として、2020年４月からは取締役執行役員としてコンプライアンス・内部監査・経理部・購買
部・人事部・不動産管理部・総務部を担当しており、その豊富な経験と実績を当社グループの経営
に活かすため、選任をお願いするものであります。

－ 48 －
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５．社外取締役候補者　原田雅俊氏に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴　当社は、同氏の経営者としての高い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすため、選任をお願いす

るものであります。
⑵　同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、当社の社外監査役としての在任期間は１年であり、

また、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年であります。
⑶　同氏は、2014年６月から2016年６月まで、当社の子会社である株式会社公益社の監査役でありま

した。
⑷　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決さ

れ、同氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
６．社外取締役候補者　末川久幸氏に関する特記事項は以下のとおりであります。

⑴　当社は、同氏の経営者としての高い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすため、選任をお願いす
るものであります。

⑵　同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の
時をもって３年であります。

⑶　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決さ
れ、同氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

７．社外取締役との責任限定契約について
当社は、原田雅俊および末川久幸の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、原田雅俊および末川久幸の両氏の再任が承
認された場合は、同契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要は、次のとおりであります。
取締役として、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対し、金100万円と、会社法第425条第１項に定める
最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとし、当該限度を超える損
害についてはこれを免責するものとする。

以　上

－ 49 －
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株主総会当日は北大阪急行線「桃山台駅」ロータリーより送迎バスをご用意
しておりますのでご利用ください。

定時株主総会会場へのご案内
（燦ホールディングス株式会社）

会　場　　公益社　千里会館（まほろば）
住　所　　〒565-0854　大阪府吹田市桃山台５丁目３番10号
ＴＥＬ　　０６－６８３２－００３４
ＦＡＸ　　０６－６８３１－７９８４

至京都
JR茨木

茨木

千里中央駅

伊丹空港
（大阪空港駅）

JR新大阪駅

JR大阪駅 梅田
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地下鉄御堂筋線
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JR天王寺駅 天王寺

Ｎ

主要交通アクセス
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７分

駐車場

公益社千里会館

交通機関

■JR大阪駅からのアクセス
　「梅田駅」より地下鉄御堂筋線
　「千里中央駅」行き乗車。
　北大阪急行「桃山台駅」(南出口)から下車。
（所要時間20分）

■伊丹空港からのアクセス
　「大阪空港駅」より大阪モノレールに乗車、
　「千里中央駅」にて北大阪急行に乗り換え、
　「桃山台駅」(南出口)から下車。（所要時間30分）

箕面方面

大阪方面

新御堂筋
(国道423号線)

二ノ切池公園

423

地図




